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2024（令和６）年度版

1年間を通してお使いいただくハンドブックです。

お手元に置いてお役立てください。

退職教職員互助制度（退教互）

ハンドブック
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　退職教職員互助制度（退教互）は，退職後の生活の安定と生きがいの充実の一助を願い，相互

扶助の理念に基づいて1977（昭和52）年３月に発足しました。

　疾病又は負傷により治療を受けたとき，保険負担分に対して補助金を給付する「医療補助金」

を主な事業とし，その他，保養施設利用補助金等の事業も行っております。

　また，年３回『退教互だより』を発行し，各種情報の提供をしております。

「退教互」の給付事業内容

給付事業名 事　　　　業　　　　内　　　　容

継続組合員本人のみに給付
　補助額は, 保険対象医療費の自己負担分から1,000円を控除した額の６割
【給付は, 月毎・病院毎 {医科，歯科，入院，外来別}・調剤薬局毎 {処方箋発行毎}
となります。】

※　身体障害者１・２級の認定を受けている方は，市町村から医療費助成
金があるため，退職互助規程第６条の２の規定により，互助組合の医療
補助金は給付されません。
※　公的機関（国・県や市町村），健康保険組合から助成金がある場合は，
その分を差し引いて給付します。

　継続組合員本人が,「退教互」在会中に障害者手帳の１・２級の認定を受け
たとき給付します。障害者手帳交付後は，医療補助金は給付されません。
　給付額は19ページをご覧ください。

　継続組合員本人が,「退教互」在会中に死亡したとき給付します。
　給付額は19ページをご覧ください。

継続組合員本人と配偶者に給付（配偶者が被扶養者であるかどうかは問いません。）
　・ 「年間指定保養施設」……県内，県外，湯治施設の利用補助
　　　　　　　　　　　　　（１泊につき1,500円，利用制限あり，詳細はP７）
　・ 「山の家・海の家」………夏季休業期間中１人２泊まで
　　　　　　　　　　　　　（１泊につき4,000円）
　　　　　　　　　　　　　 対象施設については，６月発行予定の退教互
　　　　　　　　　　　　　  だよりでお知らせします。

※　継続組合員資格は75歳の誕生日の前日迄です。
※　医療補助金の詳細については，次ページをご覧ください。

医 療 補 助 金

障 害 見 舞 金

死 亡 弔 慰 金

保養施設利用補助金

退職教職員互助制度
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医療補助金について
1か月に支払った医療機関毎の医療保険対象自己
負担分の合計が1,170円以上あった場合は，互助
組合から医療補助金が給付されます。

●　請求方法
　「医療補助金請求書」に医療機関の発行する領収書（片面コピー可，両面コピー不可）または「医
療機関領収内訳」（ピンクの用紙）を添えて提出してください。複数月同時に請求することもできま
す。その場合も「医療補助金請求書」は１枚で結構です。
　領収書等は，互助組合で整理します。提出の際，のり付け，クリップ留め，付箋等の貼付は行わな
いでください。領収書のコピーをとられる際は，医療機関毎にまとめてください。
※　現職時の職員番号と同じ番号が付された公立学校共済組合証をお使いの場合は自動的に給付が行
　われますので，請求は不要です。

（注）
・　領収書は，療養者氏名・保険点数・医療機関名・患者負担額の確認できるものとします。
・　領収書に「前回未収金」の記入がある場合は，医療機関で診療日と保険点数を記入してもらい提
　出してください。
・　同じ医療機関の領収書が同月で複数枚ある場合は，必ず一緒に提出してください。
・　「医療機関領収内訳」（ピンクの用紙）への証明は，医療機関によっては手数料が発生します。

　医療補助金の請求（年間約５万件）は，４～５月頃に集中する傾向があります。
この時期は事務繁忙期でもあるため，お急ぎでなければその他の月に請求くださる
ようご協力をよろしくお願いいたします。

医療補助金請求時期について
ご協力のお願い

＋ または
〈医療機関へのお願い〉
・保険適用の自己負担分について補完給付を受けるためのものです。下記事項の記入について格段の御配慮をお願いします。
※月毎，診療科目毎（レセプト毎）に記入してください。（保険外や食事一部負担は除く）
※公費負担等がある場合は，備考欄に記入してください。

療 養 者
氏　　名

被保険者証
記号・番号

診 療 年 月 保 険  総  点  数 患 者  負  担  額

保険種別（○印をしてください。）
A　国民健康保険
C　全国健康保険協会（協会けんぽ）
D　私立学校振興共済（ １  現　 職　 　２  任　 継 ）
E　 市町村共済組合　 （ １  現　 職　 　２  任　 継 ）
F　 その他企業保険等（保険名  　　　　　　　　  　）

医 療 機 関 の 所 在 地 ・ 名 称

医療機関コード

医
療
機
関
領
収
内
訳

（

　
　
　
　科
）

病

院

入
院

外
来

調剤薬局

整接骨院

備　考（公費等記入）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

点

点

点

円

円

円

円
円

総額

退様式第4号
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●　給付額
　病院毎（医科と歯科，外来と入院は別とする），調剤薬局毎（処方箋発行元毎）の医療保険対象自
己負担分の１か月の合計額から1,000円を控除した金額に60％を乗じた額です。なお，100円未満の
端数は切り捨てます。
　※　インフルエンザ予防接種，文書代等の保険外負担分は給付対象になりません。

●　給付の対象者
　　継続組合員本人のみ

●　請求の受付と期限
　　医療補助金は，治療を受けた翌月から受付けます。請求期限は３年間です。
　　　例：2024（令和６）年４月に提出できる範囲
　　　　　2021（令和３）年４月～2024（令和６）年３月診療分

●　送金日と送金口座
　受付日の翌月25日（ただし，４月支払分については５月10日，５月支払分については６月５日）に
互助組合に届けられている口座に送金します。送金日が休日又は金融機関休業日の場合は翌日となり
ます。

●　送金通知
　月々の送金通知はしませんので，通帳でご確認ください。（長期間記帳されない場合，送金毎に記
帳されず，一行で記帳されることがあるのでご注意ください。）
　年１回毎年１月に医療補助金支払通知書を送付します。

太郎さんの１か月の医療費請求と給付例

①太郎さんは虫歯の治療で月に４
回通いました。窓口負担は1,230
円，450円×2回，780円で合計
2,910円でした。

　痛みが強かったので，鎮痛剤の
処方せんを書いてもらいました。

②太郎さんは持病の高血
圧のため毎月１回通い
ます。医者の診察を済
ませ降圧剤の処方せん
を書いてもらいました。
負担は3,600円でした。

③太郎さんは互助内科で書いても
らった処方せんで降圧剤をもら
いました。負担は2,380円でした。
④太郎さんは山下歯科で書いても
らった処方せんで鎮痛剤をもら
いました。負担は540円でした。

互助組合医療補助金給付額　3,400円
・山下歯科 ・互助内科 ・照国薬局
（2,910-1,000）×0.6＝1,100円① ② ③（3,600-1,000）×0.6＝1,500円 （2,380-1,000）×0.6＝800円

④ 540円…1,170円未満なので給付対象外

医療補助金の給付例

１か月の医療機関毎の医療保険対象自己負担分合計額から
1,000円を控除した額の６割が給付されます。
（100円未満の端数は切捨て）
※　調剤薬局と病院は別々に合計し，給付額を算出します。

山下歯科 互助内科 照国薬局
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◎会議室について

◎駐車場について

利用できる人
互助組合員
※　出席者の主たる構成員
が互助組合員であれば利
用できます。

利用できる会の内容
・　会議，Web会議
・　研修活動
・　講演会
・　組合員相互の活動
・　児童生徒の教育，育成
活動

利用申し込み
各会議室利用は事前に申込み（予約）が必要です。
利用される日の２か月前の月初日の午前８時30分から電話または事務局窓口で直接受付けます。
※　予約後にキャンセルの場合は速やかにご連絡ください。

設備

利用上の留意事項
・　当日は必ず利用開始前に，２階事務局（事務局閉庁時は１階管理人室）で受付を済ませてくだ
さい。
・　利用料金は現金にて納入してください。なるべく釣銭のないようご準備ください。
・　12月28日～１月４日の間は利用できません。

・　事務局への要件のみの場合は
無料です。

・　入庫の際「会員証」を管理人に
提示し，指示に従ってください。

・　18時20分以降翌朝８時30分ま
では出し入れできません。

・　12月31日～１月３日の間は
閉鎖します。

・　互助組合員本人に限り利用でき
ます。

駐車時間 ８時30分から18時20分まで

駐車料金

１時間以内
１時間を超え４時間まで
４時間を超え６時間まで
６時間を超えると
夜間（18時20分から翌朝８時30分まで）

100円
200円
300円
400円
500円

種　別 収容人数
利用時間・料金

［午前］
９時～12時

［午後］
12時～17時

［夜間］
17時～18時

大 会 議 室

中 会 議 室

小 会 議 室

第２小会議室
（旧和室）

160人

90人

50人

18人

800円

600円

400円

400円

1,200円

900円

700円

700円

300円

200円

100円

100円

冷暖房，ホワイトボード

※　数に限りがありますの
で，必ず事前にご連絡くだ
さい。ご利用は申込み順と
なります。

マイク，演台，手動式掲示用バトン［４m］
※　中会議室において，同時に小会議室で他の会議利用がある
場合，マイクはご利用頂けません。

Web会議用パソコン［富士通製ノートパソコン，Windows10］，
Web会議用カメラ・マイクスピーカー［IODATA USBPTC1・
USBSPPHL1］，プロジェクター［EPSON EB-W06］，スクリーン
※　Wi-Fiのルーターはありません。

全 て の 会 議 室

大会議室・中会議室のみ

要 予 約

75歳の誕生日の前日
まで利用できます。

△

会議室・駐車場・会員証・ＬＩＮＥ公式アカウントについて
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　「LINE公式アカウント」は，コミュニケーションアプリ「LINE」において，友だち登録いた

だいた方にメッセージ等で情報を発信できるサービスです。

　互助組合からのお知らせなど，組合員の皆様の役に立つ情報をタイムリーにお届けします。

　その他，トーク画面から宿泊利用補助券WEB申請画面やモバイル会員証の表示など，便利に

お使いいただけます。ぜひ友だち登録をしてご活用ください！

①  L I N Eアプリのホーム画面で友だち追加マークをタップ
②  友だち追加画面でＱＲコードを選択
③  右のＱＲコードをスキャン
④  追加ボタンをタップ

友だち登録方法

◎ 会員証について

◎ LINE公式アカウントについて

会員証とは
　会員証は一般財団法人鹿児島県教職員互助組合の組合員である

ことを証明するものです。

　協定施設で会員証を提示することによって，全国のさまざまな

施設・業者の割引等各種サービスが受けられます。

　スマートフォン等で提示できる　「モバイル会員証」の利用を

お勧めしています。

モバイル会員証利用方法

ht tps://zenkyogo-kaiinsyo-login.com/

※　詳しい操作方法は互助組合のホームページ内「会員証について」を
　ご覧ください。

会員証事業WEBサイトではモバイル会員証の
表示や全国の利用可能施設検索がいつでも・
どこでも可能です。
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指定保養施設利用の留意事項

1　補助額は……1人1泊　1,500円　（対象者：継続組合員及びその配偶者）

2　「宿泊利用補助券」
（1）必ず事前に交付を受け，施設へ持参してください。事後の発行はできません。
（2）施設に着いたら，受付と同時にフロントに提出してください。
（3）名義の貸し借りはできません。
（4）指定保養施設は継続組合員・配偶者それぞれ年間15泊，湯治施設は継続組合員・配偶者それぞれ
　 月内７泊を越える利用はできません。なお，夫婦共，継続組合員の場合は，それぞれが継続組合員と
　  その配偶者として申請可能です。
（5）指定保養施設であっても，旅行業者が仲介する場合は，原則として使用できません。
（6）宿泊以外の目的で利用することはできません。
（7）「山の家・海の家」利用券や特別保養施設利用補助券は併用できません。
（8）宿泊施設のキャンセル等で宿泊利用補助券を使用されなかった場合は，必ず教職員互助組合まで
　  ご連絡ください。

3　施設予約時の注意
（1）指定施設であるかの確認をし，直接予約をしてください。
（2）インターネット予約について
・　インターネットで予約をする際，利用補助券が使用できない施設もありますので，事前に施設
に確認をしてください。

・　予約取消の場合，違約金を必要とする施設もありますので，注意してください。
・　インターネット予約での利用補助券は現地精算のみ使用でき，ネット決済の場合は使用でき
ません。

（3）施設へ電話で宿泊予約をする場合は，教職員互助組合の利用補助券を使用する旨をお伝えください。

4　「宿泊利用補助券」の申請
（1）ｗｅｂの場合

　宿泊利用補助申請メールフォームに必要事項を入力し，送信してください。宿泊利用補助券は
入力したメールアドレスにPDFファイルで返信しますのでPDFファイルを印刷してご利用くださ
い。なお，午前受信分は当日発行返信予定ですが，午後受信分は，翌業務日以降の取扱いとなる
場合がありますので，お急ぎの場合はお電話でのご連絡をお願いします。

（2）郵送の場合
　所定の申込書に必要事項を記入し，教職員互助組合に返信用封筒（切手貼付）を添えて申し込
んでください。郵送日数を考慮し，早めに手続きしてください。
　利用補助券は施設（ホテル等）宛には送付いたしませんのでご了承ください。

※　内容変更は，教職員互助組合へ変更の申し出をしてください。利用者による訂正は無効です。
　急な変更が生じた場合は，事前に教職員互助組合へ連絡してください。

◎東急ホテルズ（全国44ヵ所）でもご利用できます。
　別紙一覧表（P16）



 

 

 

 

 

 

 

 

指定保養施設一覧は，別途掲載しているためＰ．８～１７は省略しています。 
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第　1　章　　総　　　　則
（趣　　旨）
第１条　この規程は，一般財団法人鹿児島県教職員互助組合運営規則第17条第１項第４号に定める退職組合
　　　員の福利厚生事業（以下「退職互助事業」という。）の実施につき必要な事項を定めるものとする。

第　2　章　　継続組合員
（継続組合員）
第２条　10年以上の組合員期間を有する者で，55歳以上の組合員が退職し，その退職の日から２か月以内に退
　　　職互助事業を利用することを希望する旨を申し出たときは，第６条に規定する給付の対象者（以下「継
　　　続組合員」という。）となることができる。
　２　前項に規定する希望の申し出は，退職関係給付金等申請書（給付規程様式第15号）によるものとする。
　３　継続組合員になろうとする者は，次の表に掲げる拠出金を納入しなければならない。

　４　前項の拠出金は，一般財団法人鹿児島県教職員互助組合特別見舞金規程第４条に規定する積立金預り金
　　をもって充て，不足額については別途納入しなければならない。
（資格の発生）
第３条　継続組合員としての権利は，退職した日の翌日から発生するものとする。
（資格の喪失）
第４条　継続組合員が次の各号の一に該当したときは，当該事由の発生した日の翌日からその資格を失う。
  （1） 死亡したとき　（2）75歳に達したとき（75歳に達したときとは，75歳の誕生日の前日になります。）
  （3） その他理事会が継続組合員として適当でないと認めたとき
（異動報告）
第５条　継続組合員は，氏名，住所，送金口座等登録事項に異動のあったときは，速やかに退教互諸変更届
　　　（退様式第１号）を理事長に提出しなければならない。

第　3　章　　給　　　　付
（給付の種類）
第６条　給付の種類は，次のとおりとする。
  （1） 医療補助金　（2）障害見舞金　（3）死亡弔慰金　（4）保養施設利用補助金
  （5） その他理事会が適当と認めた給付

一般財団法人　鹿児島県教職員互助組合退職互助規程

年齢による区分 拠出金の額
退職時点で65歳以上
退職時点で64歳以上65歳未満
退職時点で63歳以上64歳未満
退職時点で62歳以上63歳未満
退職時点で61歳以上62歳未満
退職時点で60歳以上61歳未満
退職時点で59歳以上60歳未満
退職時点で58歳以上59歳未満
退職時点で57歳以上58歳未満
退職時点で56歳以上57歳未満
退職時点で55歳以上56歳未満

200,000円
220,000円
240,000円
260,000円
280,000円
300,000円
320,000円
340,000円
360,000円
380,000円
400,000円
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（医療補助金）
第６条の２　継続組合員が健康保険法の定めにより疾病又は負傷により治療を受けたとき，医療補助金を給付
　　　する。ただし，公費負担の対象となる分は除くものとする。
　２　医療補助金の額は，継続組合員が加入する医療保険制度において，保険対象医療費総額に対する自己負
担分並びに自己負担分に相当する額から1,000円を控除した額に60%を乗じた額とする。ただし，一部負
担金払戻金及び高額療養費を受けた額を除くものとする。なお，70歳未満は所得区分「エ」，70歳以上は
所得区分「一般」を基準とし，これより高い所得区分であっても自己負担限度額は所得区分「エ」「一般」
と同額と見なす。また，給付１件につき100円未満の端数があるときは，その端数は切り捨てる。

　３　医療補助金を受けようとするときは，医療補助金請求書（退様式第２号）に，医療機関の診療報酬請求
明細書に基づく医療機関領収内訳（退様式第４号）または，医療機関の発行する領収書を添えて，理事長
に提出しなければならない。ただし，医療機関の発行する領収書を添付した場合は，診療報酬請求明細書
毎に査定し，給付する。

　　　なお，再任用による公立学校共済組合員並びに公立学校共済組合員の任意継続組合員（臨時的任用職員
として任用後の者は除く。）にあっては，医師の診療報酬請求明細書に基づいて算定し，給付する。

（障害見舞金）
第６条の３　継続組合員が１・２級の身体障害者手帳の交付を受け，医療補助金を受けられないこととなっ
　　　たときは，障害見舞金を給付する。
　２　障害見舞金の額は，次の表に定めるところによる。

　３　障害見舞金を受けようとする者は，見舞金請求書（退様式第５号）に身体障害者であることを証明す 
　　る書類を添えて理事長に提出しなければならない。
（死亡弔慰金）
第６条の４　継続組合員が死亡したときは，遺族に死亡弔慰金を給付する。
　２　死亡弔慰金の額は，次の表に定めるところによる。

　３　死亡弔慰金の給付を受けようとする者は，弔慰金請求書（退様式第６号）に死亡を証明する書類を添え
　　て理事長に提出しなければならない。
（保養施設利用補助金）
第６条の５　継続組合員及びその配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパー
　　　トナーシップを形成した者を含む。）が，互助組合の指定する次に掲げる保養施設を利用したときは，
　　　保養施設利用補助金を給付する。
　 （1）山の家・海の家　　　（2）指定保養施設　　　（3）湯治施設
　２　補助金の額，限度及び申し込みの手続きについては，現職組合員の例に準じ別に定める。
　３　パートナーシップとは，互いを人生のパートナーとして，日常生活において相互に責任をもって協力し
　　合うことを約束した一方又は双方が性的少数者（性的指向が異性愛のみではない者又は性自認が出生時に
　　割り当てられた性別と異なる者をいう。）である２人の関係をいい，次の各号のいずれにも該当する者とする。

加 入 後 1 年 以 内 の 者
加 入 後 2 年 以 内 の 者
加 入 後 3 年 以 内 の 者
加 入 後 3 年 を 超 え た 者

150,000円
100,000円
50,000円
20,000円

加　入　期　間 金　　　額

加 入 後 1 年 以 内 の 者
加 入 後 2 年 以 内 の 者
加 入 後 3 年 以 内 の 者
加 入 後 3 年 を 超 え た 者

150,000円
100,000円
50,000円
30,000円

加　入　期　間 金　　　額
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　 （1）パートナーシップを形成している双方（以下「双方」という。）が民法（明治29年法律第89号）に規定  
　　　している成年に達していること。
　 （2）双方に配偶者がいないこと。
　 （3）双方の関係が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士
　　　の関係（パートナーシップに基づき養子縁組をしていること又は養子縁組をしていたことにより当該関
　　　係に該当する場合を除く。）にないこと。
（給付の制限）
第７条　次の各号の一に該当する場合は，第６条に定める給付の一部又は全部を行わないことができる。
　 （1）請求又は受領に関して偽り，その他不正の行為があったとき。
　 （2）その他理事会が給付を適当でないと認めたとき。
（給付の決定等）
第８条　理事長は，給付の請求を受けたときは，提出された書類を審査のうえ給付する。
２　理事長は，前項の審査を行った場合において，給付することが適当でないと認めたときは，給付しない
　旨及びその理由を請求者に通知するものとする。

（権利の消滅）
第９条　給付を受ける権利は，その原因である事実が発生した日から３年以内に請求しなかったときは，消滅
　　　 する。ただし，死亡弔慰金・障害見舞金についてはこの限りではない。
（災害時の特例）
第10条　地震，風水害，津波，噴火，その他この法人の責めに帰することのできない原因によって，支払事由
　　　が一時に多数発生し，この法人の収支状況を著しく悪化させると認められるときは，理事会の決議によ
　　　り，給付額及び条件等について別に定めることができるものとする。

第　4　章　　退教互給付事業会計
（財　源）
第11条　この事業に要する経費は，次に掲げる財源で運用する。
　 （1）継続組合員の拠出金　　　（2）他経理からの振替金　　　（3）利息その他の収入
（会　計）
第12条　この事業の会計は，会計処理規程に基づいて行わなければならない。
（財政の見直し）
第13条　理事長は，この事業の財政の健全を図るため，毎年財政の見直しを行い，評議員会に報告しなければ
　　   ならない。

第　5　章　　雑　　　　則
（細則の制定）
第14条　この規程に定めるもののほか，必要な細則は理事会が定める。
　　　附　則
　この規程は，平成26年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成30年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成30年８月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成31年４月１日から施行する。
　　　附　則
　１　この規程は，令和４年４月１日から施行する。
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　２　改正後の第２条第１項の規定の適用については，同項中「55歳」を次表の左欄に掲げる期間に応じそれ
　　ぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。

　３　前項の場合において，第２条第３項の表に次の表を追加する。

　４　改正後の令和４年４月１日から令和５年３月31日までの期間における第６条の２第２項の規定の適用に
　　ついては，同項中「60％」を「70％」とする。
　　　附　則
　この規程は，令和４年６月１日から施行し，改正後の退職互助規程に規定する退様式第３号は，令和４年
４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規程は，令和６年４月１日から施行する。

（趣　旨）
第１条　この要領は一般財団法人鹿児島県教職員互助組合の退職互助に関する事務の取扱いについて，必要な
　　　事項を定めるものとする。
（給付請求の受付）
第２条　一般財団法人鹿児島県教職員互助組合退職互助規程による給付金に係る請求の受付締切は，次の表の
　　　右欄に掲げる日とする。

（給付金の支給方法）
第３条　給付金は請求者に直接送金するものとする。
　　　附　則
　この要領は，平成26年４月１日から実施するものとする。

一般財団法人　鹿児島県教職員互助組合の退職互助に関する事務取扱要領

給付金の種類 受　　　付　　　締　　　切
医 療 補 助 金
障 害 見 舞 金
死 亡 弔 慰 金

毎月の末日。ただし該当日が休日のときは，その前日とする。
毎月の末日。ただし該当日が休日のときは，その前日とする。
毎月の末日。ただし該当日が休日のときは，その前日とする。

年齢による区分 拠出金の額
退職時点で54歳以上55歳未満
退職時点で53歳以上54歳未満
退職時点で52歳以上53歳未満
退職時点で51歳以上52歳未満
退職時点で50歳以上51歳未満

420,000円
440,000円
460,000円
480,000円
500,000円

期　　　　間 年　齢
令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
令和５年４月１日から令和７年３月31日まで
令和７年４月１日から令和９年３月31日まで
令和９年４月１日から令和11年３月31日まで
令和11年４月１日から令和13年３月31日まで

50歳
51歳
52歳
53歳
54歳
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退様式第2号
記入例

医  療  補  助  金  請  求  書

作成日
山  田　一  郎 山

田

1　2　3　4　5　6

892　  0841

鹿児島市照国町11－35

必ず記入

099 　 225  　4555

太線の枠内を記入してください。

い
ず
れ
か
に
○
印

いずれかに○印

いずれかに○印

加入保険の種類Bはありません。

Ａ～Ｅに該当しない方はＦに○を
し，保険名を記入してください。

※

※　マイナ保険証利用に伴い，保険証の記号・番号が不明な方は「マイナ保険証利用のため不明」と
　ご記入ください。ただし，公立学校共済組合員の被扶養者の方は，「公立鹿 被扶養」とご記入
　ください。
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「医療機関領収内訳」

〈医療機関へのお願い〉
・保険適用の自己負担分について補完給付を受けるためのものです。下記事項の記入について格段の御配慮をお願いします。
※月毎，レセプト毎（医科・歯科別）に記入してください。（保険外や食事一部負担は除く）
※公費負担等がある場合は，備考欄に記入してください。

療 養 者
氏　　名

被保険者証
記号・番号

診 療 年 月 保 険 総 点 数 患 者 負 担 額

保険種別（○印をしてください。）
A   国民健康保険
C   全国健康保険協会（協会けんぽ）
D   私立学校振興共済（ 1  現　 職　 　2  任　 継 ）
E   市町村共済組合　（ 1  現　 職　 　2  任　 継 ）
F   その他企業保険等（保険名　　　　　　 　  　）

医 療 機 関 の 所 在 地 ・ 名 称

医療機関コード

医
療
機
関
領
収
内
訳

（

　
　
　
　科
）

病

院

入
院

外
来

調剤薬局

整接骨院

備　考（公費等記入）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

点

点

点

円

円

円

円
円

総額

退様式第4号

〈医療機関へのお願い〉
・保険適用の自己負担分について補完給付を受けるためのものです。下記事項の記入について格段の御配慮をお願いします。
※月毎，レセプト毎（医科・歯科別）に記入してください。（保険外や食事一部負担は除く）
※公費負担等がある場合は，備考欄に記入してください。

療 養 者
氏　　名

被保険者証
記号・番号

診 療 年 月 保 険 総 点 数 患 者 負 担 額

保険種別（○印をしてください。）
A   国民健康保険
C   全国健康保険協会（協会けんぽ）
D   私立学校振興共済（ 1  現　 職　 　2  任　 継 ）
E   市町村共済組合　（ 1  現　 職　 　2  任　 継 ）
F   その他企業保険等（保険名　　　　　　 　  　）

医 療 機 関 の 所 在 地 ・ 名 称

医療機関コード

医
療
機
関
領
収
内
訳

（

　
　
　
　科
）

病

院

入
院

外
来

調剤薬局

整接骨院

備　考（公費等記入）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

点

点

点

円

円

円

円
円

総額

〈医療機関へのお願い〉
・保険適用の自己負担分について補完給付を受けるためのものです。下記事項の記入について格段の御配慮をお願いします。
※月毎，レセプト毎（医科・歯科別）に記入してください。（保険外や食事一部負担は除く）
※公費負担等がある場合は，備考欄に記入してください。

療 養 者
氏　　名

被保険者証
記号・番号

診 療 年 月 保 険 総 点 数 患 者 負 担 額

保険種別（○印をしてください。）
A   国民健康保険
C   全国健康保険協会（協会けんぽ）
D   私立学校振興共済（ 1  現　 職　 　2  任　 継 ）
E   市町村共済組合　（ 1  現　 職　 　2  任　 継 ）
F   その他企業保険等（保険名　　　　　　 　  　）

医 療 機 関 の 所 在 地 ・ 名 称

医療機関コード

医
療
機
関
領
収
内
訳

（

　
　
　
　科
）

病

院

入
院

外
来

調剤薬局

整接骨院

備　考（公費等記入）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

点

点

点

円

円

円

円
円

総額
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退様式第5号

組合員氏名

身体障害者
認定年月日 年　齢 歳年　　　　   月 　　　　  日

※加入年月

銀行

金庫

上記のとおり関係書類を添付して請求します。

年　　　　月　　　　日

組合員氏名

一般財団法人鹿児島県教職員互助組合理事長  殿

支店
普通№

住　　　所

送

　金

　先

（電話）

1年以内 ・ 1年超2年以内 ・ 2年超3年以内 ・ 3年超年　　　月

専務理事

※査定額 円

常務理事 事務局長 部　　長 係　　長 係

見 舞 金 請 求 書

身体障害者手帳（写し）等を添付してください。
※印は記入しないでください。

受　　付

口
座
名
義ゆうちょ銀行 記 

号
番 

号

口
座
番
号

フリガナ

〒

継続組合員番号



─ 27 ─

退様式第6号

組合員氏名

死亡年月日 年　齢 歳年　　　　   月 　　　　  日

※加入年月

請求者氏名 続　　　柄

上記のとおり関係書類を添付して請求します。

年　　　　月　　　　日

請求者氏名

一般財団法人鹿児島県教職員互助組合理事長  殿

普通№

住　　　所

送

　金

　先 記 

号
番 

号

（電話）

フリガナ

1年以内 ・ 1年超2年以内 ・ 2年超3年以内 ・ 3年超年　　　月

※査定額 円

弔 慰 金 請 求 書

　除籍した戸籍謄本又は，死体埋火葬許可証（写しでも可）
及び請求者の送金口座の通帳の写し等を添付してください。
※印は記入しないでください。

受　　付

〒

ゆうちょ銀行

専務理事 常務理事 事務局長 部　　長 係　　長 係

継続組合員番号

口
座
名
義

口
座
番
号

銀行

金庫
支店
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退

〒

〒892-0841 鹿児島市照国町11番35号

電話 （099）225-4555　 FAX（099）222-7750
一般財団法人鹿児島県教職員互助組合



趣味友々

作品紹介

年３回発行している『退教互だより』に掲載する投稿を募集しております

組合員の皆さまの趣味に関する投稿を募集しております。

短歌・俳句・詩・川柳・薩摩狂句・写真などの創作作品を
募集しております。

郵送もしくはメールにて，作品とともに下記の事項を明記のうえ，下記宛先へお送り
ください。
　①　継続組合員番号　　　　　　　　 ②　氏名（ペンネーム可）
　③　作品タイトル（希望者のみ）　　 ④　50字程度のコメント（希望者のみ）　

■郵 送 の 場 合　　〒892－0841  鹿児島市照国町11－35
　　　　　　　　　　鹿児島県教職員互助組合「退教互だより」係
■ｅメールの場合　　kyogo@kyogo.or.jp 
　　　　　　　　　　件名：「退教互だより係」

テ　　ー　　マ

原 稿 文 字 数

原稿作成ソフト

応　募　方　法

応　募　方　法

宛　　　　　先

宛　　　　　先

趣味のこと，旅行記，近況報告など（営利目的・反社会的内容は不可）

1400字～1600字程度　
　※　写真掲載の場合　１枚（６㎝×５㎝）につき 約150字，
　　　　　　　　　　　１枚（８㎝×６㎝）につき 約240字，字数が減少します。

Word もしくは 一太郎

継続組合員番号，氏名，連絡先を明記のうえ，下記宛先へお送りください。

ｅメール：kyogo＠kyogo.or . jp
件　　名：「退教互だより」 趣味友々係
　※　手書き原稿での応募を希望する場合は，ご連絡（☎099-225-4555）
　　　ください。

※　掲載できない場合もありますのであらかじめご了承ください。

『退教互だより』への投稿大募集！！

※　掲載できない場合もあります。また投稿いただいたものは返却いたしませんのであらかじめ
　　ご了承ください。

掲載された方には，「クオカード 2,000円分」をプレゼント！！掲載された方には，「クオカード 2,000円分」をプレゼント！！



医療補助金の受取口座について事務局からのお願い

無料 無料 66円 数百円

　厳しい財政状況の中，送金手数料経費節減のため，送金手数料が無料の
「九州労働金庫」「鹿児島銀行県庁支店」への登録口座変更のご協力をお願い
いたします。

●　医療補助金の受取口座は…
　すでに届けられている本人口座へ送金して
　います。

●　医療補助金の送金手数料は…
　互助組合が全額負担しますが，

九州労働金庫 鹿児島銀行
県庁支店

ゆうちょ銀行 その他金融機関

となっています。

※  口座登録変更は，「退教互諸変更届」（ハンドブックＰ22）でできます。
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